
船舶事故調査報告書 

令和２年１１月４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 定置網損傷 

発生日時 令和２年１月２日 １２時５８分ごろ 

発生場所 京都府舞鶴市博奕
ば く ち

岬北方沖 

 博奕岬灯台から真方位０２０°１,５００ｍ付近 

 （概位 北緯３５°３３.６′ 東経１３５°２０.８′） 

事故の概要  プレジャーボート泰平
たいへい

丸は、航行中、定置網に乗り入れ、同網のロ

ープを切断した。 

事故調査の経過 令和２年２月３日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 泰平丸、２.８トン 

 ２５１－２１５０３京都、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 なし 

定置網 ロープが切断 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、船長が、約 

１４ノットの対地速力で定置網のボンデンに接近して南南西進中、定

置網に乗り入れ、機関が停止した。 

 船長は、風浪により圧流され、定置網に乗り入れたのではないかと

本事故後に思った。 

分析 本船は、風浪がある中、船長が、定置網に接近して航行したことか

ら、定置網に乗り入れ、同網のロープが損傷したものと推定される。 

原因  本事故は、風浪がある中、船長が、定置網に接近して航行したた

め、定置網に乗り入れたことにより発生したものと推定される。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・養殖施設の設置区域付近を航行する場合は、風浪による圧流を考

慮し、適切な距離を保って航行すること。 

 


